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議案第７号 

君津市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２７年１１月３０日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

基本料金、水量料金及び一時使用料金の額を改定するため、君津市水道事業給水条例（平

成７年君津市条例第２４号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

君津市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 君津市水道事業給水条例（平成７年君津市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条中「期間を限って給水を受けようとする者」を「工事その他の理由により期間

を限って給水を受けようとする者（以下「一時使用者」という。）」に改める。 

 第２６条第２項中「期間を限って給水を受けようとする者」を「一時使用者」に、「 

５００円」を「６００円」に改める。 

 第２９条第１項中「期間を限って給水を受けようとする者」を「一時使用者」に改める。 

 別表第１基本料金の表中「６０，０００」を「４５，０００」に、「９２，０００」を

「６９，０００」に、「１３６，０００」を「１０３，０００」に、「２８０，０００」

を 「 ２ ０ ６ ， ０ ０ ０ 」 に 、 「 ４ ４ ４ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ３ ３ ３ ， ０ ０ ０ 」 に 、 「 

７９２，０００」を「５９４，０００」に改め、別表第１水量料金の表中「９０円」を「 

１２０円」に、「１７０円」を「２０５円」に、「２１０円」を「２３４円」に、「 

２８０円」を「３３６円」に、「３００円」を「３６５円」に、「３３０円」を「４０２

円」に、「３５０円」を「４４０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定、第 

２６条第２項の改正規定（「期間を限って給水を受けようとする者」を「一時使用者」

に改める部分に限る。）及び第２９条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の君津市水道事業給水条例第２６条第２項（一時使用料金の額

に係る部分に限る。）及び別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係る料金から適用し、施行日前の使用に係る料金については、な

お従前の例による。 

３ 施行日前直近の君津市水道事業給水条例第２７条第１項に規定する定例日（以下「定

例日」という。）の翌日から施行日以後直近の定例日までの間における料金は、施行日

前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算出する。この場合に

おいて、各々算出した料金の合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
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ものとする。 
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君津市水道事業給水条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（給水の申込み） （給水の申込み） 

第１３条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認

を受けなければならない。この場合において、工事その他の理由に

より期間を限って給水を受けようとする者（以下「一時使用者」と

いう。）は、併せてその旨を申し出なければならない。 

第１３条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認

を受けなければならない。この場合において、期間を限って給水を

受けようとする者                      

    は、併せてその旨を申し出なければならない。 

（料金） （料金） 

第２６条 料金は、２か月について別表第１に定めるところにより算出し

た基本料金と水量料金とを合算した額に１００分の１０８を乗じて得

た額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。

第２６条 料金は、２か月について別表第１に定めるところにより算出し

た基本料金と水量料金とを合算した額に１００分の１０８を乗じて得

た額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、一時使用者            

の料金は、使用水量１m３につき６００円として算出した額に１００

分の１０８を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間を限って給水を受けようとする者

の料金は、使用水量１m３につき５００円として算出した額に１００

分の１０８を乗じて得た額とする。 

（一時使用料金の前納） （一時使用料金の前納） 

第２９条 一時使用者             は、原則として給水

を受ける前に管理者が算定した概算料金を納入しなければならな

い。 

第２９条 期間を限って給水を受けようとする者は、原則として給水

を受ける前に管理者が算定した概算料金を納入しなければならな

い。 

２ 省略 ２ 省略 

別表第１（第２６条第１項） 別表第１（第２６条第１項） 

基本料金（２か月について） 基本料金（２か月について） 

口径(mm) 料金（円） 口径(mm) 料金（円） 口径(mm) 料金（円）

１３ １，８００４０ １６，８００１００ ２０6，０００

２０ １，８００５０ ４５，0００１２５ ３３３，０００

口径(mm) 料金（円） 口径(mm) 料金（円） 口径(mm) 料金（円）

１３ １，８００４０ １６，８００１００ ２８０，０００

２０ １，８００５０ ６０，０００１２５ ４４４，０００
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２５ ３，６００６５ ６９，０００１５０ ５９４，０００

３０ ８，０００７５ １０３，０００

２５ ３，６００６５ ９２，０００１５０ ７９２，０００

３０ ８，０００７５ １３６，０００

水量料金 水量料金 

使用水量 料金 

１～２０m３ １m３につき １２０円 

２１～４０m３ １m３につき ２０５円 

４１～６０m３ １m３につき ２３４円 

６１～１００m３ １m３につき ３３６円 

１０１～２００m３ １m３につき ３６５円 

２０１～５００m３ １m３につき ４０２円 

５０１m３以上 １m３につき ４４０円 

使用水量 料金 

１～２０m３ １m３につき ９０円   

２１～４０m３ １m３につき １７０円 

４１～６０m３ １m３につき ２１０円 

６１～１００m３ １m３につき ２８０円 

１０１～２００m３ １m３につき ３００円 

２０１～５００m３ １m３につき ３３０円 

５０１m３以上 １m３につき ３５０円 


